
新潟県柏 崎市プロ ポーザル 方式 実施 取扱要綱  

 

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要綱 は、 柏崎 市が 発注 する 契約 に関 し、 新潟 県柏 崎市 財務 規

則（平成 １６年 規則 第 ５号。以下「 財務 規則」と いう。）に 定めるも のの

ほか 、プ ロポ ーザ ル方 式に よる 随意 契約 を締 結し よう とす る場 合の 事務

の取扱に ついて 、 必要な事 項を定め るものと する。  

（ 用 語の 定義）  

第 ２ 条  こ の 要綱 にお いて 、次 の各 号に 掲げ る 用 語の 意義 は、 当該 各号 に

定めると ころによ る。  

⑴  プ ロ ポー ザル 方式  契 約 の 受託 候補 者を 特定 する 場合 にお いて 、一

定の 参加 資格 を満 たす 者を 公募 又は 指名 選定 し、 当該 契約 に係 る実 施

体制 、実 施方 針、 業務 の履 行に 関す る提 案書 等（ 以下 「提 案書 等」 と

いう。）の提出 を受 け、必 要に応 じヒア リングを 実施した 上で、当該提

案書 等の 審査 及び 評価 を行 い、 契約 の相 手方 とし て最 も適 した 者を 特

定して行 う契約方 法をいう 。  

⑵  公 募 型プ ロポ ーザ ル方 式  プ ロ ポー ザル 方式 の実 施に つい て公 告し

て参 加者 を募 り、 参加 資格 に適 合す る者 の絞 り込 み等 をし 、提 案を 求

め、 当該 契約 の相 手方 とし て最 も適 した 者を 特定 して 行う 契約 方法 を

いう。  

⑶  指 名 型プ ロポ ーザ ル方 式  事 前 に定 めた 参加 資格 に基 づき 、プ ロポ

ーザ ル方 式の 提案 書等 の提 出者 （以 下「 提案 者」 とい う。）を 指名 し、

提案 を求 め、 当該 契約 の相 手方 とし て最 も適 した 者を 特定 する 契約 方

法をいう 。  

（ 対 象業 務）  

第 ３ 条  プ ロ ポー ザル 方式 の対 象と なる 業務 は、 価格 のみ の競 争に 適さ な

い業務の うち 、次 の各号の いずれか に該当す るものと する。  

⑴  高 度 な創造性 、技術力 、専門的 な技術又 は経験を 必要とす る業務  

⑵  ア イ デア 、デ ザイ ン、 技術 力等 を求 め、 提案 者の 資質 に よ って 、よ

り効果的 な事業実 施が見込 まれる業 務  

⑶  本 市 にお いて 発注 仕様 を定 める こと が困 難な 業務 又は 標準 的な 業務

の実施手 続が定め られてい ない業務  

⑷  そ の 他市長が 必要と認 める 業務  

（ 参 加資 格）  



第４ 条  プ ロ ポー ザル 方式 に参 加で きる 者は 、次 に掲 げる 資格 要件 を満 た

すものと する。 た だし、市 長が認め た場合は 、この限 りでない 。  

⑴  当 該 年度 の柏 崎市 入札 参加 資格 者名 簿に 登載 され てい る者 であ るこ

と。  

⑵  次 の 期間 にお いて 、 柏 崎市 建設 工事 請負 業者 等指 名 停 止措 置 要 領及

び柏 崎市 物品 調達 に係 る業 者等 指名 停止 措置 要領 の規 定に よる 停止 措

置を受け ていない 者である こと。  

 ア  公 募 型 プロ ポーザル 方式にあ っては、参加 意向申 出 書兼誓 約書（別

記第１号 様式。以下「参加意向申 出書」という。）の 提出期 限から契

約締結ま で  

 イ  指 名 型 プロ ポー ザル 方式 にあ って は、 指名 通知 書の 送付 の日 から

契約締結 まで  

⑶  そ の 他選定委 員会が必 要と認め る事項  

２  対 象 業務 にお いて 、入 札参 加資 格を 有す る者 がい ない 場合 又は 極端 に

少な い場 合は 、広 く提 案を 求め るた めに 前項 第 １ 号の 規定 を適 用し ない

ことがで きる。  

（ 選 定委 員会の設 置）  

第 ５ 条  プ ロ ポー ザル 方 式 を実 施す るに 当た り、 次に 掲げ る事 項の 審議 を

行うため 、 発注す る契約 ご とに選定 委員会を 設置する ものとす る。  

⑴  プ ロ ポーザル 方式 の採 用の適否 及びその 型  

⑵  公 募 型プロポ ーザル方 式におけ る募集要 件  

 ⑶  指 名 型 プロ ポーザル 方式にお ける提案 書等の提 出を要請 する者  

 ⑷  評 価 項 目、 評価 基準 、配 点、 要求 水準 、 ヒ アリ ング の有 無、 評価 結

果が同点 の場合の 取扱い  

 ⑸  第 １ ２ 条に 規定する 受託候補 者 の特定  

 ⑹  そ の 他 受託 候補 者の 特定に必 要な事項  

２  選 定 委員会は 、次に掲 げる要件 を満たさ なければ ならない 。  

⑴  委 員 長は 、当 該業 務の 所管 部長 が務 める 。た だし 、全 庁的 で重 要な

業務を対 象とする 場合は、 副市長を 委員長に する。  

⑵  委 員（委員 長 を 含む。）は、当 該業務 を所管す る課等（以 下「所管 課」

という。）の部 課長 と 所管課 以外の部 課長を加 えた、５人 以上をも って

構成 し、 業務 の内 容、 規模 及び 重要 度に 応じ て 、 適宜 学識 経験 者等 を

加えるこ とができ る。  

３  選 定 委員会に 係る事務 は、 所管 課におい て行うも のとする 。  



（実施の 公表 ）  

第 ６ 条  公 募 型プ ロポ ーザ ル方 式を 実施 しよ うと する とき は、 次に 掲げ る

事項を、 ホームペ ージヘの 掲載及び 公告によ り公表す るものと する。  

⑴  業 務 名、業務 内容及び 履行期限  

⑵  提 案 者 の参加 資格及び 参加まで の手続  

⑶  公 表 から 受託 候補者 の 特定まで の日程  

⑷  受 託 者 候補者 を特定す るための 評価基準  

⑸  担 当 部署  

⑹  提 案 限度額及 びその他 金額に係 る条件  

⑺  要 請 手続にお いて使用 する言語 及び通貨  

⑻  契 約 書作成の 要否  

⑼  提 案 書等の取 扱い  

⑽  そ の 他市が必 要と認め る事項  

（ 質 問及 び回答）  

第 ７ 条  プ ロ ポー ザル 方式 に参 加し よう とす る者 で、 質問 があ るも のは 、

所管課に 質問書（別 記第２号 様式）を提 出するこ とができ る ものと する。  

２  前 項 に規 定す る質 問書 の提 出は 、参 加 意 向申 出書 の提 出期 限の ５日 前

（新 潟県 柏崎 市の 休日 を定 める 条例 （平 成元 年条 例第 ３１ 号） 第１ 条第

１項 に規 定す る休 日（ 以下 「休 日」 とい う。）を 除く 。）の 午後 ４時 まで

とする。  

３  前 項 の規 定に よる 質問 書が 提出 され た 所 管課 は、 質問 回答 書 （ 別記 第

３号 様式 ）を 作成 し、 質問 者へ 回答 する とと もに 、質 問内 容 （ 質問 者の

情報を除 く。）及 び 回答をホ ームペー ジ で公表 するもの とする。この場 合

にお いて 、類 似す る複 数の 質問 書に つい ては 、一 括し て回 答す るこ とが

でき る。 ただ し、 質問 書の 提出 期限 を過 ぎて 提出 され た質 問に は 、 回答

しないも のとする 。  

４  質 問 に対 する 回答 は、 参加 意向 申出 書の 提出 期限 の３ 日前 （休 日を 除

く。）の午 後５時 ま でに行う ものとす る。  

（ 提 案者 の参加表 明手続等 ）  

第 ８ 条  公 募 型プ ロポ ーザ ル方 式に 参加 しよ うと する 者は 、当 該公 告に お

いて 指定 する 日ま でに 、発 注す る契 約ご とに 、参 加意 向申 出書 及び 必要

書類（当 該公告 にお いて指定 された場 合に限る。）を提 出 しなけれ ばなら

ない。  

２  市 長 は、 前項 の参 加意 向申 出書 の提 出が あっ たと きは 、選 定委 員会 に



諮っ て、 第６ 条第 ２号 の規 定に 基づ く参 加 資 格を 満た す者 であ るか を確

認するも のとする 。  

（ 公 募型 プロポー ザル 方式 の参加資 格確認の 通知）  

第 ９ 条  市 長 は、 参加 意向 申出 書を 提出 した 者に 対し 、公 告に おい て指 定

する 日ま でに 、参 加 資 格の 確認 結果 を参 加資 格確 認結 果通 知書 （ 別 記第

４号様式 ）により 通知する ものとす る。  

２  市 長 は、 前項 の通 知を 行 う 場合 、提 案者 とし て参 加 資 格が 認め られ な

かっ た者 に対 して は、 参加 資格 が認 めら れな かっ た旨 及び その 理由 を記

載するも のとする 。  

３  前 項 の通 知を 受け た者 は、 市長 に対 して 書面 によ り、 その 理由 につ い

ての 説明 を求 める こと がで きる もの とす る。 この 場合 に お いて 、書 面は

市が通知 を発送し た日の翌 日から起 算して ５ 日以内（休 日を 除く。）に提

出しなけ ればなら ない。  

４  市 長 は、 前項 によ り説 明を 求め られ たと きは 、説 明を 求め た者 に対 し

て書面に より回答 するもの とする。  

（ 提 案書 等の提出 要請）  

第 １ ０条  市 長 は 、提 案者 とし て選 定さ れた 者に 対し 、関 係書 類提 出要 請

書（別記第 ５号様式 。以下「提出 要請書 」とい う。）に より 、提案書等 提

出意思確 認書（ 別記 第６号様 式。以 下「 意思確認 書」と いう 。）及び提 案

書等の提 出を求め るものと する。  

２  提 案 書等 を提 出し よう とす る者 は、 公告 又は 提出 要請 書に おい て指 定

する日（ 以下「 意思 確認指定 日」と いう 。）までに 、意思 確 認書を提 出し

なけ れば なら ない 。た だし 、市 長が 特に 必要 がな いと 認め たと きは 、省

略するこ とができ る。  

３  提 案 書等 を提 出す る意 思の ない 者は 、意 思確 認指 定日 まで に、 意思 確

認書によ りその旨 を市長に 提出しな ければな らない。  

４  意 思 確認 指定 日ま でに 意思 確認 書を 提出 しな かっ た者 は、 提案 書等 提

出の意思 がないも のとみな す。  

 （ 提 案 書等の提 出）  

第 １ １号  提 案 書 等 の 内容 は、 当該 業務 の評 価項 目に 照ら し、 極力 簡潔 な

もの とし 、公 告 又 は指 名通 知及 び提 出要 請書 で示 す必 要書 類以 外の 追加

資料は、 受理しな い ものと する。  

２  提 案 書等の提 出後 の記 載内容の 変更は、 認めない ものとす る。  

３  提 案 書等の作 成及び提 出に要す る費用は 、提案 者 の負担と する。  



（受託候 補者 の特 定）  

第 １ ２ 条  市 長 は 、提 案書 等が 提出 され たと きは 、選 定委 員会 に付 議す る

ものとす る。  

２  選 定 委員 会は 、必 要に 応じ 提案 者に ヒア リン グ等 を実 施し 、提 案書 等

の審 査及 び評 価を 行い 、当 該契 約に 最も 適し た提 案を 行っ たと 認め られ

る提案書 等を特定 し、市長 に報告す るものと する。  

３  市 長 は、 前項 の規 定に より 報告 され た提 案書 等を 承認 し、 受託 候補 者

に特定す る。  

４  前 項 の特 定に つい ては 、別 に定 める 評価 方法 等に より 、あ らか じめ 定

めた手順 により行 わなけれ ばならな い。  

５  第 ２ 項の 審査 及び 評価 の結 果、 提案 者全 員が 要求 水準 に満 たな い場 合

は、受託 候補者を 特定しな いことが できる。  

（ 受 託候 補者 への 通知等）  

第 １ ３ 条  市 長 は 、前 条の 審査 結果 に基 づき 受託 候補 者に 特定 され た者 及

び特 定さ れな かっ た者 に、 提案 書等 審査 結果 通知 書（ 別記 第７ 号様 式）

により通 知するも のとする 。  

２  市 長 は、 前項 の通 知を 行う 場合 、そ れぞ れ特 定さ れた 理由 及び 特定 さ

れなかっ た理由を 記載する ものとす る。  

３  第 １ 項の 通知 によ り、 受託 候補 者に 特定 され なか った 者 は 、市 長に 対

して 書面 によ り、 その 理由 につ いて の説 明を 求め るこ とが でき るも のと

する 。こ の場 合に おい て、 書面 は市 が通 知を 発送 した 日の 翌日 から 起算

して５日 以内（休 日 を除く。）に提 出 しなけれ ばならな い。  

４  市 長 は、 前項 の規 定 に より 説明 を求 めら れた とき は、 説明 を求 めた 者

に対し書 面により 回答する ものとす る。  

（ 提 案者 が多数見 込まれる 場合の措 置）  

第 １ ４条  市 長 は 、提 案者 が多 数あ り、 受託 候補 者 の 特定 に著 しい 支障 が

生じ ると 認め られ ると きは 、選 定委 員会 にお いて あら かじ め定 めた 基準

に基 づき 、事 前審 査を 実施 し、 基準 を満 たさ ない 提案 書等 につ いて 選定

委員会で の評価対 象としな いことが できる。  

（ 提 案書 等の取扱 い）  

第 １ ５条  提 出 さ れた提案 書等は、 提案者に 返却しな いものと する。  

２  市 長 は、提出 された提 案書等を 提案者に 無断で使 用し ては ならない 。  

（ 結 果の 公表）  

第 １ ６条  市 長 は 、 受 託候 補者 の特 定 後 、プ ロポ ーザ ルの 審査 結果 をプ ロ



ポー ザル 方式 によ る結 果の 公表 につ いて （別 記第 ８号 様式 ）に より 、公

表するも のとする 。  

（ 提 案資 格の喪失 等）  

第 １ ７条  提 案 者 とし て選 定さ れた 者が 、選 定後 にお いて 、次 のい ずれ か

に該当す るときは 、当該契約 に係る提 案を行う ことがで きないも のとし、

既に提出 された提 案書等は 無効とす る。  

⑴  第 ４ 条に規定 する参加 資格を満 たさない こととな ったとき 。  

⑵  参 加 意向申出 書及び提 案書等に 虚偽の記 載をした とき。  

⑶  提 案 書等が提 出期限を 経過して 提出され たとき。  

⑷  選 定 委員 及び その他の 関係者に 対して、 故意に接 触を求め たとき 。  

⑸  そ の 他選定委 員会が不 適格と認 めたとき 。  

２  受 託 候補 者 が 、契 約の 締結 まで の間 に前 項各 号に 該当 する こと とな っ

たときは 、 受託候 補者 の特 定を取り 消すもの とする。  

３  前 ２ 項の 場合 にお いて 、市 長は 、当 該提 案者 又は 受託 候補 者 に 対し 、

理由を付 して通知 しなけれ ばならな い。  

（ 指 名 型 プロポー ザル方式 の実施要 件）  

第 １ ８条  指 名 型 プロ ポー ザル 方式 は、 業務 の内 容、 性質 及び 目的 から 公

募型 プロ ポー ザル 方式 に 適 しな いと 認め られ る 場 合に のみ 行う もの とす

る。  

（ 指 名業 者の選定 ）  

第 １ ９条  市 長 は 、指 名型 プロ ポー ザル 方式 を実 施し よう とす ると きは 、

選定 委員 会に 諮っ て、 当該 契約 に係 る参 加 資 格を 有す ると 認め られ る者

の中から 、提案者 とする者 の選定を 行うもの とする。  

（ 指 名の 通知）  

第 ２ ０ 条  市 長 は 、前 条の 選定 を決 定し た場 合 は 、当 該提 案者 に対 し 、 参

加指 名通 知書 （ 別 記第 ９号 様式 ）に より 第６ 条各 号に 掲げ る事 項を 通知

し、意思 確認書及 び提案書 等の提出 を求める ものとす る。  

（ 準 用 ）  

第 ２ １ 条  第 １ ０ 条 第 ２項 から 第１ ７条 まで の規 定は 、指 名型 プロ ポー ザ

ル方 式に つい て準 用す る。 この 場合 にお いて 、第 １０ 条第 ２項 中「 公告

又は 提出 要請 書に おい て指 定す る日 」と ある のは 「指 名型 プロ ポー ザル

方式指名 通知書に おいて指 定する日 」と読み 替えるも のとする 。  

（ 委 任 ）  

第 ２ ２条  こ の 要 綱の実施 に関し必 要な事項 は、市長 が別に定 める。  



 （ 契 約 の締結）   

第２ ３条  市 長 は 、受 託候 補者 とし て特 定し た者 と当 該業 務に つい て、 随

意契約に より契約 を締結す るものと する。  

附  則  

こ の 要 綱 は、 令和 ２ 年４月 １日から 施行する 。  



別記 

第１号様式（第４条関係） 

 

年  月  日 

柏 崎 市 長  様 

 

住所  

商号又は名称                 ㊞ 

代表者職氏名  

 

参加意向申出書 兼 誓約書 

 

 次のプロポーザルの参加を申し込みます。なお、この申出書及び提出書類の内容については、

事実と相違ないことを誓約します。 

 

 業務名： 

 

  

連絡担当者 

所属  

氏名（ふりがな）  

電話  

ファクス  

E-mail  



別記 

第２号様式（第７条関係） 

 

年  月  日 

 

質 問 書 

 

業務名： 

質問者 

 商号又は名称  

 代表者職氏名  

 質問者所属   

 質問者氏名   

 連絡先（電話・ファクス・メール）  

質問事項 

 

（注意） 

１ 質問書は、本プロポーザルの所管課に提出してください。 

２ 質問書提出期限を過ぎて提出された質問には回答しません。 

３ 回答は、質問書提出期限の日から起算して３日（休日を除く。）以内に質問者に対して電子

メール等により行います。あわせて、質問及び回答の内容をホームページで公開します。 

  



別記 

第３号様式（第７条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

プロポーザル参加予定者 各位 

 

   柏崎市長        

（公印省略）    

質 問 回 答 書 

 

新潟県柏崎市プロポーザル方式実施取扱要綱に基づき、下記のとおり回答します。 

 

記 

業務名； 

質問事項 回 答 

  

 

  



別記 

第４号様式（第９条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

（商号又は名称） 

（代表者職氏名）様 

 

柏崎市長        印 

 

参加資格確認結果通知書 

 

参加申出のあった次の業務について、参加資格の確認結果を通知します。 

 

 業務名： 

 

結果①：参加資格を有することを認めます。 

 

 

結果②：次の理由により、資格を有することを認められません。 

理由 

 

 

※上記理由について説明を希望される方は、 年 月 日までに担当へその旨を記載した書面を

提出してください。 

 

  

担当者 

所属  

氏名（ふりがな）  

電話  

ファクス  

E-mail  



別記 

第５号様式（第１０条関係） 

 

年  月  日 

（商号又は名称） 

（代表者職氏名）様 

 

柏崎市長      印 

 

関係書類提出要請書 

 このことについて、≪プロポーザル名称≫に係る次の書類を所定の提出期限までに提出される

よう、通知します。 

 

１ 提出意思確認書 （提出期限：  年  月  日（ ）午後 時必着） 

２ 提案書等一式 （提出期限：  年  月  日（ ）午後 時必着） 

 ※≪プロポーザル名称≫実施要領で定める提出書類を御用意ください。 

３ 質 問 書 （提出期限：  年  月  日（ ）午後 時必着） 

４ ヒアリングを実施する場合の実施日時及び会場 

 

  

担当者 

所属  

氏名（ふりがな）  

電話  

ファクス  

E-mail  



別記 

第６号様式（第１０条関係） 

 

年  月  日 

柏 崎 市 長 様 

 

住所  

商号又は名称                    ㊞ 

代表者職氏名  

 

 

提案書等提出意思確認書 

  

                     それぞれの期限までに提出します。 

次の業務について提出要請のあった書類を 

                      提出しません。 

 

業務名： 

  

連絡担当者 

所属  

氏名（ふりがな）  

電話  

ファクス  

E-mail  



別記 

第７号様式（第１３条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

（商号又は名称） 

（代表者職氏名）様 

 

柏崎市長        

 

 

提案書等審査結果通知書 

 

 貴社から提出のあった次の業務の提案書等について、審査が終了しましたので、その結果を通

知します。 

 

 業務名： 

 

 結果① 最適であると特定しました。 

     契約等の手続については、別途連絡します。 

 

 結果② 次の理由により特定しませんでした。 

  理由：  

 

 

  

担当者 

所属  

氏名（ふりがな）  

電話  

ファクス  

E-mail  



別記 

第８号様式（第１６条関係） 

 

プロポーザル方式による結果の公表について 

 

年  月  日 

 

柏崎市長        

 （公印省略）     

 

 下記のとおりプロポーザル方式により、受託候補者を特定したので、審査結果を公表します。 

 

記 

１ プロポーザル方式の型  

２ 業務名  

３ 業務概要 

 

４ 受託候補者 

 商号又は名称  

 所 在 地  

 代表者職氏名  

５ 総合評価点（得点順）（   点満点） 

 １     点 

 ２     点 

 ３     点 

６ 受託候補者の選定理由 

 

７ 備考 

 

 

 

  

担当課 

所  属  

電  話  

ファクス  

E-mail  



別記 

第９号様式（第２０条関係） 

 

年  月  日 

（商号又は名称） 

（代表者職氏名）様 

 

柏崎市長      

（公印省略）   

 

参加指名通知書 

 

 下記により、プロポーザルを実施しますので、参加されますよう、通知します。 

 

記 

１ 業務名、業務内容及び履行期限 

２ 提案者の参加資格及び参加までの手続 

３ 指名通知から受託候補者の特定までの日程 

４ 受託候補者を特定するための評価基準及び評価方法 

５ 担当部署 

６ 提案限度額及びその他金額に係る条件 

７ 要請手続きにおいて使用する言語及び通貨 

８ 契約書作成の要否 

９ 提案書等の取扱い 

１０ その他市長が必要と認める事項 

 

 

連絡担当者 

所属  

氏名（ふりがな）  

電話  

ファクス  

E-mail  




